
任意継続掛金口座振替依頼書

◎預金口座振込依頼書は、「任意継続組合員資格取得届出書」と一緒に提出してください。

※口座引落日は２８日となります。（土曜・日曜・祝日の場合は翌日以降の営業日となります。）
《年払》・・・加入月の翌月２８日 （例：４月１日加入の場合は５月２８日）

《半年払》・・前月分は加入月の翌月２８日
後期分は９月２８日

《月払》・・・加入月の翌月２８日に３か月分（掛金は前納となります。）のち毎月２８日
（例：４月１日加入の場合４.５.６月分を５月２８日に口座引落となります。）

（注意）口座引落ができなかった場合は、翌月に口座引落されます。それでも引落できなかった
場合は、金融機関にて振込となります。その場合の振込手数料は自己負担となります。
なお、入金が確認できなかった場合は、掛金が納付された月まで遡って資格取消となります。
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